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中央大学 専任教員（無任期）の労働条件について 

学校法人中央大学 人事部人事課  

 中央大学 法学部事務室  

 

 

中央大学専任教員の労働条件については、以下のとおりです。 

０．雇用者 

学校法人中央大学 理事長 

 

１．雇用形態・就任時の身分 

大学専任教員（教授、准教授、助教）、常勤 

・採用決定時に通知する 

 

２．契約の期間 

・試 用 期 間：なし 

・任期の定め：なし 

・定 年：あり（別途記載） 

 

３．就業の場所 

・原則として、茗荷谷キャンパス（文京区大塚１－４－１） 

 本学の他施設における業務や出張等の場合は、この限りではない。 

・研究室を備え、貸与する。なお、研究室は、茗荷谷キャンパス又は後楽園キャンパス（文京区春日１－１

３－２７）のいずれか１箇所となる。 ※現状、茗荷谷キャンパスの研究室には空きが発生しない予定 

研究室の使用開始日（入室日）・終了日（退室日）の日程は各学部から採用時・退職時に通知する。 

 

４．従事すべき業務の内容 

研究に従事するほか、次の職務（教育・校務）を行う 

・学則及び教授会又は研究科委員会の定める教育課程に基づいて授業を行い、学生の学修成果を評価するほ

か、学生の教育指導を行う 

・学生の入学及び卒業に関する業務を分担する 

・教授会、委員会などの会議への出席及びその決定に基づく業務を分担する 

・大学の運営に必要な管理業務を分担する 

 

専門の科目の他、導入科目の担当、他学部（通信教育課程含む）の授業科目の担当もあり得る。委員会等

の他、入試の出題・採点、試験監督（一般入試・センター入試・特別入試、学部定期試験等）、進学相談、模

擬授業、ガイダンスなどの校務を含む。他、中央大学専任教員規程及び中央大学助教規程(助教のみ該当)に

よる。 

 

５．遵守事項 

・学生・教職員等本学構成員相互の人格を尊重し、他人の権利を害さないこと。 

・学内の教育・研究環境を保全すること。 

・本学以外の組織の業務に従事し、又は自ら事業を営んで前条に定める教員の職務に支障をきたさないこ

と。 

・本学の名誉を害し、又は信用を傷つけないこと。 

・職務上知り得た秘密を他に洩らさないこと。 

他、中央大学専任教員規程による。 

 

 



６．勤務日・勤務時間・休日・休暇 

・勤 務 日：学年暦による 

・勤務時間：授業担当責任時間は、授業時間一時限１００分を基準とし、次の表のとおりとする。この場合

において、大学院及び他学部の授業担当時間を含むものとする（中央大学専任教員規程第１０

条）。 

身分 授業担当責任時間 

教授 六時限 

准教授 六時限 

助教 A 五時限 

・授業時間割：キャンパスにより異なる 

・休 日：学年暦および中央大学専任教員規程による 

・休 暇：産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、生理休暇、慶弔休暇、ドナー休暇、子の看護のための

休暇 

・祝祭日の授業実施日あり 

 

７．賃金 

・本 俸：学内手続後（任用審議会後）２月中旬に個別に通知を行う。 

     新任専任教員の経験年数換算に関する基準により換算する。 

前職での年収を保障するものではない。 

     モデル（参考）  

教授 50歳 675,100円、准教授 40歳 514,400円、助教Ａ35歳 431,700円 

・諸 手 当：中央大学教員給与規則第１０条第２項、中央大学教員給与規則内規第５条及び中央大学教員の

諸手当に関する内規による。 

・支 払 日：原則として毎月１５日 

・定期昇給：あり 

・賞 与：あり 

 

８．退職に関する事項 

・定年退職：満７０歳とし、定年に達した学年度末に退職 

・退 職 金：支給あり 

・その他：中央大学専任教員規程第２４条、第２７条、第４５条 

 

９．社会保険 

・厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険に加入する。 

 

10．交通費 

・交 通 費：中央大学教員給与規則第１７条にもとづき定期代を支給する。 

  （現状）６カ月通勤定期料金を支給（バスは３カ月）。 

交通費の６カ月当たりの支給限度額は、次のいずれかとする。 

① JR 150 キロメートルの６カ月通勤定期料金相当額 

② 所得税法に定める１カ月当たりの通勤手当非課税限度額（15万円）に６を乗じて得た額 

 

11．その他 

・就任のため転居を必要とする場合に、旧在勤地から大学在勤地に転居する費用を赴任旅費として支給する

（中央大学旅費規程第２２条～第２５条）。詳細は１２月中旬以降に個別に通知を行う。 

・本文書に記載のない項目については、中央大学専任教員規程及び中央大学助教規程(助教のみ該当)によ

る。 

・受動喫煙防止措置の状況については、施設内全面禁煙（多摩・後楽園は特定屋外喫煙場所あり）。 

 

以上 



 【問い合わせ先】 

１～５について：法学部事務室（茗荷谷キャンパス） 

Mail：law-mgr-grp@g.chuo-u.ac.jp Tel:03-5978-4121 

６～１１について：人事部人事課（多摩キャンパス） 

Tel:042-674-2259 

mailto:law-mgr-grp@g.chuo-u.ac.jp

